
 

 

令 和 ５ 年 度 

長野県国民健康保険団体連合会 

定 例 理 事 会 議 事 録 

 

 

 

   1 日 時 

 

   令和５年 11 月 17 日(金) 

午後３時から 

 

 

   ２ 場 所 

 

   長野市西長野加茂北 

          長野県自治会館 ２階大会議室 

 

 

   ３ 出 席 者 

    理 事 １６名 

       監 事  ２名 

  （別紙参照） 

 

 

 

 

 

 



   ４ 議 題 

 

     議決事項 

議案第１号 令和６年度長野県国民健康保険団体連合会予算編成基本 

方針について 

 

      協議事項 

            令和５年度前半事業の実施状況と後半事業の実施計画 

 

 

   ５ 議 事 内 容 

 

 

開   会     午後２時 55 分 

 

 

    開 会 事務局 

 

    理事長あいさつ 理事長 

                別紙のとおり 

 

    定 足 数 報 告 事務局 

 本会規約第 32 条による定足数を報告いたします。 

現員理事数     16 名 

出席理事数     ９ 名 

書面表決理事数  ７ 名（規約第 35 条） 

代理出席者数   ３ 名 

   

従いまして、本日の理事会は成立いたしました。 

 

    議 長 選 任 事務局 

 続いて議長の選任でございますが、理事会の議長は、

本会規約第 41 条の規定により、理事長が議事を主宰

することとなっておりますので、理事長にお願いいた

します。 

 

 



議  長 

規約の規定によりまして、しばらくの間、議長を務めさせていただきますので、ご協

力をお願いいたします。 

議事に先立ちまして、議事録の署名人を、慣例に従いまして議長からご指名を申し上

げます｡ 

 

小 海 町 長     黒澤 弘  様  

木 祖 村 長     奥原 秀一 様 

 

のお二人にお願いをいたします。 

 

議  長 

それでは、これより議事に入ります。 

本日ご審議いただく案件は、議決事項１件、協議事項１件であります。 

なお、本日は、冒頭申し上げましたとおり、役員改選後、はじめての理事会であり

ますので、最初に事務局から国保連合会の概況を説明し、あわせまして、関連する項

目であります、協議事項、「令和５年度 前半事業の実施状況と後半事業の実施計画に

ついて」を説明いただき、議決事項につきましては、その後、ご審議いただくことと

しますので、よろしくお願いします。 

それでは、国保連合会の概況及び、本冊３頁、協議事項「令和５年度 前半事業の

実施状況と後半事業の実施計画について」事務局から説明をお願いいたします。 

 

事 務 局    

国保連合会事業概況 

令和５度前半事業の実施状況と後半事業の実施計画について 

 

       ＜説明＞ 事 務 局  

 令和５年度事業概要、議案書 Ｐ３～Ｐ62 のとおり 

 

議  長 

只今の説明に対し、ご質疑、ご意見等がございましたらご発言をお願いいたします。 

 

理 事 

３点ほどお伺いしたいことがあります。まず 36 頁ですが、苦情処理業務に関するこ

と、苦情２件とありますが具体的な内容について、差支えがなければ教えていただきた

いということ、それから 38 頁の障害児給付費について、警告件数、エラー件数、決定

件数の数字の見方と数字が通常のものなのか、どうなのかというところ、３点目が全体

的に１％、２％の微増であるが、想定の範囲内であって特に問題のないものなのかをお



伺いしたい。 

 

事 務 局 

 最初に３点目の取扱状況の関係ですが、全体的に見ても想定内の状況になると感じて

おります。コロナによる受診控えからの反動、あるいは被用者保険適用拡大による被保

険者数減少による国保取扱件数の減少はあるものの、全体的に見ると概ね想定内の状況

であると感じております。 

 36 頁の苦情の関係でございます。本日お配りしております定例理事会参考資料 26 頁

に前半事業で取り扱った内容を記載してございます。参考資料 26 頁の 16 番、27 頁の

41 番に苦情の内容に関して記載がございます。詳細な内容については申し上げられま

せんが、このような苦情、相談の取扱いがあったということになります。件数としては

例年と変わらない状況と思いますが、利用者の方と事業所の方の思い違い、説明不足等

から大きな案件になる場合も多くあると感じております。 

 38 頁の障害児給付費の関係ですが、本冊 38 頁上段の表の左側から受付件数、警告件

数、エラー件数、決定件数とありますが、受付件数は各事業所からの請求件数であり、

そのうち警告件数は請求誤りではなく、保険者側で確認いただくものが警告となります。

エラーは明らかな請求誤りとなります。見方としては受付件数からエラー件数を引いた

件数が決定件数となっていると見ていただければと思います。事業所の請求可否は施設

基準に沿って、それに合っていなかったり、利用者が受けられるサービスが登録されて

おりますが、それ以外のサービスを受けていた等で機械的にチェックをしておりまして、

弾かれてしまったと考えていただければよろしいかと思います。 

 

理 事 

 決定件数 117％ということで、前年より上がっていると思いますが、特に問題ないも

のでしょうか。 

 

事 務 局 

 エラーや警告とういうものを毎年見直しております。受付件数自体が増えているこ

ともありますし、エラーにしなかったり、警告にしなかったりということもあるので、

117％という数字が出てきているかと思っております。 

 

理 事 

 特に財政状況に影響はないということでしょうか。 

 

事 務 局 

影響はございません。毎年障害者に関しましては取扱い件数も増えておりますので、

想定内と考えております。 

 



議  長 

ありがとうございました。その他に何かありますでしょうか。 

 

理 事 

 54 頁広報に関すること、趣旨普及に関することで、国保新聞が１回 286 部と細かい

ので、積み上げの数字かと思いますが、機関誌は 1,000 部ですが、この差は例えば違

うところに配っている、一つのところへ２冊、３冊配っているということなのか、そ

れとそのまま数字を見れば信濃の国保も 286 部でいいのではないか。 

 

事 務 局 

 こちらは送り先が違う機関に送っております。国保新聞は斡旋をとっておりまして、

料金をいただいて送っているため、こちらの数字になっております。機関誌は保険者、

関係機関にお送りしておりますが、１回 1,000 部を印刷して送付させていただいており

ます。 

 

議  長 

ありがとうございました。その他に何かありますでしょうか。 

 

議  長 

特にないようですので、続いて議決事項に入ります。 

本冊の 1 頁、議案第 1号「令和６年度長野県国民健康保険団体連合会予算編成基本方

針」について、事務局から説明願います。 

 

事 務 局 

 

議案第１号 令和６年度長野県国民健康保険団体連合会予算編成基本方針について 

 

≪ 説  明 ≫ 事 務 局 議案書 １頁～２頁のとおり 

 

議  長 

 只今の説明に対しまして、ご質疑、ご意見等ございましたらご発言をお願いいたしま

す。 

 

＜発言なし＞ 

 

議  長 

 特にご意見がございませんので、原案どおりご承認いただくこととしてよろしいでし

ょうか。 



＜異議なしの声＞ 

 

議  長 

 ご異議ないものと認め、議案第１号「令和６年度長野県国保連合会予算編成基本方針」

について、原案どおり決定することといたします。 

 

議  長 

以上をもちまして、本日予定しておりました議決事項、協議事項は全て終了しまし

た。 

理事の皆様から何かございますでしょうか。 

 

＜発言なし＞ 

 

議  長 

 そのほか、事務局から何かありますでしょうか。 

 

事 務 局 

 

 その他 

≪ 説  明 ≫ 事 務 局 

NTT 西日本子会社からの個人情報流出による影響について 

診療報酬の審査における訴訟について 

長野県後期高齢者医療広域連合への本会職員派遣について 

本会職員給与規則改正について 

 

議  長 

 只今の説明に対し、ご質疑、ご意見等ございましたらご発言をお願いします。 

 

                ＜発言なし＞ 

 

議  長 

よろしいでしょうか。それでは、以上をもちまして、本日の議題をすべて終了といた

します。ご協力ありがとうございました。 

 

 

閉   会     午後４時 15 分 



（別紙） 

 

理事長招集あいさつ 

 

本日は定例理事会を開催いたしましたところ、理事・監事の皆様方には公務ご多用

の中、ご出席いただきまして厚くお礼申し上げます。また、日頃より国民健康保険事

業の運営にあたりましては、多大なご尽力をいただいておりますとともに、本会事業

運営につきましても、格別のご理解、ご協力をいただきまして重ねてお礼を申し上げ

ます。 

さて、国におきましては、「経済財政運営と改革の基本方針 2023」、いわゆる「骨

太の方針」では本格的な少子高齢化・人口減少時代に対応するため、限りある資源を

有効活用し、質の高い医療介護サービスを受けることが可能となる体制を確保する観

点から、医療・介護ニーズの変化やデジタル技術の進展に対応する必要があるとして

おります。 

さらに、国の DX 推進とともに、保健・医療・介護全般にわたる情報が共有・交換で

きる「全国医療情報プラットフォーム」を整備することとしており、特に医療 DX 推進

の重要なインフラでもある国保総合システムにつきましては、来年１月からの順次稼

働に向けて、現在準備を進めているところであります。 

また、私共の基幹業務であります審査支払業務につきましては、「審査支払機能に

関する改革工程表」に沿いまして、審査支払システムの整合性・効率性を確保するた

め、コンピュータチェックルールの全国統一等、審査支払業務の充実・高度化に向け、

順次進めているところであります。 

現在、このように最新の ICT 技術を活用し、本会の基幹系システム再構築を進めて

いるところでありますが、これには多額の費用が伴うことから、本年４月から保険者

の皆様のご理解をいただきまして、手数料を引き上げさせていただきました。改めて

お礼申し上げます。 

その他、本会に対しましては、介護保険ケアプランデータ連携システムライセンス

料の徴収業務、保健事業における第３期データヘルス計画策定に向けた KDB システム

等を活用した策定支援等、多分野にわたる業務への対応も求められるなど、誰もが安

心して医療サービスを受けられる、そして、健康でいられる社会に向けまして、大変

重要な使命を担っているところであります。そのため、本会としましては、保険者の

共同体として責務を十分に認識いたしまして、ニーズの把握に努め、コスト意識を強

く持ちながら、適切に事業を実施してまいりますので、引き続きご理解、ご協力をお

願いいたします。 

さて、本日は、令和６年度予算編成基本方針 並びに令和５年度前半の事業実施状況

と、後半の事業実施計画等につきまして、ご審議いただくことになります。充分ご審

議の上、適切なご決定をお願いいたしまして、簡単でございますが招集の挨拶とさせ

ていただきます。 



定例理事会出席者名簿 

R05.11.17 

役 職 名 氏  名 公 職 名 書面参加 備  考 

理 事 長 土 屋 陽 一 上 田 市 長   

副 理 事 長 下 平 喜 隆 豊 丘 村 長   

副 理 事 長 峯 村 勝 盛 飯 綱 町 長   

常 務 理 事 濱 村 圭 一    

理 事 黒 澤  弘 小 海 町 長   

理 事 牛 山 貴 広 原 村 長   

理 事 白 鳥  孝 伊 那 市 長 ○ 健康推進課長 唐澤利幸 

理 事 奥 原 秀 一 木 祖 村 長   

理 事 臥 雲 義 尚 松 本 市 長 ○  

理 事 本 庄 利 昭 山 形 村 長 ○  

理 事 丸 山 俊 郎 白 馬 村 長   

理 事 小 川 修 一 千 曲 市 長 ○ 健康推進課長 笠井千奈 

理 事 江 沢 岸 生 飯 山 市 長 ○ 市民環境課長 沼田英俊 

理 事 若 林  透 
医師国保組合 

理 事 長 
○  

理 事 花 岡 幸 一 
建設国保組合 

理 事 長 
○  

理 事 伊 藤 一 人 
長 野 県 国 保 

直診医師会長 
  

監 事 花 岡 利 夫 東 御 市 長 ― 市民課長 岩下由美 

監 事 宮 下 健 彦 中 川 村 長 ―  

 

 

 

 



以下この会議の正確を証するため、ここに署名する。 

 

 

 

議長（理事長） 

 

 

上 田 市 長                     印 

 

 

 

議事録署名者 

 

 

小 海 町 長                    印 

 

 

 

 

木 祖 村 長                    印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


